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令和７年度第３回清川村社会教育委員会議録 

 

１ 日 時 令和８年２月１９日（木）午後２時 00 分から午後 3 時 30 分 

２ 場 所 役場庁舎３階「第２・３会議室」 

３ 出席者 委員５名出席 

４ 内 容 

 ①開 会 

 ②議長あいさつ 

 ③案 件 

(1)第２次清川村男女共同参画基本計画について 

(2)その他 

 ④閉 会 

 

 

 

●内 容 

第２次清川村男女共同参画基本計画（案）及びパブリックコメント実施の説明、

基本計画（案）概要版の説明を行う。 

委 員 パブリックコメントを経て、正式な計画になった際の住民周知につい

て、どのようにするのか。 

事務局 村ホームページに掲載と窓口やせせらぎ館に配架を考えています。正

式な計画は枚数も多いので、デジタルにて扱いたいと考えています。概

略版もホームページにアップしますが、印刷も行う予定です。 

委 員 改定した計画を多くの方に知ってもらうために、通知文を回覧したら

どうか。 

事務局 ４月若しくは、男女共同参画週間の６月に周知します。 

委 員 ３ページの包含する３計画の内容の見出しは白抜きになっているが、

もう少し字体太くするか大きくできないのか。 

事務局 確認します。 

委 員 １０ページのＤＶ防止計画や困難女性支援計画の欄に、担当課の電話

番号を入れる事ができないか。 

事務局 調整します。 

委 員 どのようにしたら、多くの方に見てもらえるのかが課題だが、今の子ど

も達を見ていると男女分け隔てなく生活しているように見える。今の子

ども達が大人になる頃には、意識も変わると思うが、今の大人に届けるの

か課題である。 
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事務局 先日の教育委員会議において、男女共同参画について学校での様子の

意見がありました。現在学校では、男女分け隔てなく活動を行い、男性女

性で分けて行うのはトイレ掃除くらいであり、長年女性が務めてきた鼓

笛隊指揮者も来年度は男性が務めるようです。生徒児童の男女共同参画

は進んでいるといえます。 

委 員 意識の定着に時間がかかるテーマだが、地道にできる事を続けていく

しかないと考える。 

 

 

 

 

・ 第４回会議は３月１２日（木）１４時から。 

 

－以上－ 


